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■ 現状，営業所などにおいて，営業部門（小売）と配電部門（NW）が一体で行っている業務について，平成28年4月以降ライセンス制が導
入されることを見据え，小売とNWの業務区分を見直し，業務量調査等によりＮＷに係る費用を特定したうえで託送料金原価に反映しました。 

■ 算定の結果，託送料金原価に与える影響額は，0.00円/kWhとなります。 

営業・配電の業務区分見直し 

【今回申請した託送料金原価の整理】 

営業所等の業務 

１ 

営業所等の業務 

【現行の料金原価の整理】 

１.契約受付 

２.異動出向・調査 

３.既契約管理 

５.電話受付 

６.検針 

７.集金 

８.調定 

工程管理，負担金算定，申込受付，
契約審査，異動登録・照合 

工程管理， 
負担金算定 

申込受付，契約審査， 
異動登録・照合 

異動出向，竣工調査，契約調査 異動出向，竣工調査，契約調査 

指示数確認，検針結果通知 指示数確認 

算定・請求，収納，督促， 
停止 

料金計算 料金計算 

契約是正・廃止中管理等 契約是正・廃止中管理等 

営業所受付・コールセンター 営業所受付・コールセンター 

停止 

４.停電周知 
停電周知・停電割引・ 
公衆事故防止ＰＲ 

停電周知・停電割引・ 
公衆事故防止ＰＲ 

検針結果 
通知 

 【単価影響】 

＋0.05円/ｋWh 

＋0.04円/ｋWh 

▲0.12円/ｋWh 

▲0.03円/ｋWh 

＋0.02円/ｋWh 

＋0.04円/ｋWh 

＋0.01円/ｋWh 

▲0.01円/ｋWh 

合計 
  0.00円/ｋWh 

・・・小売 

・・・NW 

９.その他 現業支援等   0.00円/ｋWh 現業支援等 

算定・
請求 

収納 督促 



当社の業務内容 ２ 

業務内容 業務内容の説明 

1.契約受付 

① 申込受付（申込書確認等）  建物の新築および増改築等にともなう電気使用申込みの受付および申込内容の確認等 

② 
工程管理（供給検討，工事手
配等） 

 建物の新築および増改築等にともない必要となる当社供給設備工事の日程調整等 

③ 負担金算定  建物の新築および増改築等にともなう当社供給設備の工事に必要となる工事費用の算定業務 

④ 契約審査 
 当社の電気の売買に係る契約書の作成や再エネ設備（太陽光設備等）の系統連系に係る契約書の 

 締結等 

⑤ 異動登録・照合 
 契約内容の変更等にともなう，お客さま情報を管理するシステムへの登録・確認等（計器情報や電気 

 料金の支払い情報等） 

2.異動出向 

 ・調査 

① 異動出向  引越し等にともなう計器配線の接続・切断業務等 

② 竣工調査（保安調査）  電気工事完了後に行う検査・調査をＮＷ部門および委託会社へ依頼する業務等 

③ 契約調査  社員による契約負荷設備等の現場確認・調査業務等 

3.既契約管理 ① 契約是正・廃止中管理等  契約廃止中の需要場所における電気の無断使用に伴う計器調査等 

4.停電周知 ① 
停電周知・停電割引・公衆事故
防止ＰＲ 

 当社供給設備の工事にともない停電が発生するお客さまへの停電周知等 

5.電話受付 ① 営業所受付・コールセンター  引越し等に係る問合せ対応等 

6.検針 
① 指示数確認  毎月の使用量確認等のため，計器の指示数を確認する業務 

② 検針結果通知（検針票投函）  お客さまへ検針票を配付する業務 

7.集金 

① 算定・請求  電気料金の請求に係る業務 

② 収納  窓口での電気料金の受領業務等 

③ 督促  支払期日を経過した電気料金に係る，電話等による支払いのお願い 

④ 停止  電気の供給停止および停止解除作業 

8.調定 ① 料金計算  電気料金の計算に係る業務 

9.その他 ① その他  本店・支店における上記業務の支援等 

■現状，営業所などにおいて，営業部門（小売）と配電部門（ＮＷ）が一体となって行っている業務 
  は以下のとおりです。 



＜参考＞営業部門（小売）と配電部門（ＮＷ）が一体となって行なっている業務のフロー 3 

■営業部門（小売）と配電部門（ＮＷ）が一体となって行なっている業務のうち，（１）新たな電気のご使用にともなう契
約の受付から電気使用開始までの流れ，および（２）検針から集金までの流れのイメージは，以下のとおりです。 

1.①申込受付 
（申込書確認等） 

新築等にともなう
電気使用申込の
受付 等 

1.②工程管理（供給
検討，工事手配等） 

工事の日程調整
や計器の手配等  

1.③負担金算定 

工事に必要となる
工事費用の算定  

1.⑤異動登録・ 
照合 

申込み内容等に
係るお客さま情報
を管理するシステ
ムへの登録・確認 
等 

2.②竣工調査 
（保安調査） 

電気工事完了後
に行う検査・調査
を依頼する業務
等 

「家を新築する
ので電気の申
込みをしたい」 

お客さま 

6.①指示数確認 
②検針結果通知(検針票投函) 

計器の指示数確認
（ＮＷ）・お客さま
への検針票の配付
（小売） 

7.①算定・請求 
②収納 

電気料金の請求，
窓口での電気料
金受領 等 

8.①料金計算 

電気料金の計算  

7.④停止 

電気料金未払い
を理由とした供給
停止等 

お支払いが 
ない場合 

7.③督促 

支払期日を経過
した電気料金に
係る，電話等に
よる支払いのお願
い 

共通 

共通 

共通 ＮＷ ＮＷ ＮＷ 

ＮＷ 小売 

送 
電 
工 
事 

小売 小売 

（１）新たな電気のご使用にともなう契約の受付から電気使用開始までの流れ 

（２）検針から集金までの流れ 



業務内容ごとの営業部門（小売）・ 配電部門（ＮＷ）区分の考え方 

4 



5 業務内容ごとの営業部門（小売）・ 配電部門（ＮＷ）区分の考え方 

■現状，営業所などにおいて，営業部門（小売）と配電部門（ＮＷ）が一体で行なっている業務について，平成28年4月以降ライセンス制が
導入されることを見据え，契約受付など，業務ごとの実態に即して小売とＮＷの業務区分を見直しました。 

業務内容 
区分 ＮＷ／小売の整理 

Ｎ
Ｗ 

小
売 

共
通 

ＮＷの主な業務 小売の主な業務 

1.契約受付 

① 
申込受付（申込書確認
等） 

○ 

電気使用申込みの受付および申込内容の確認等 

（新築住宅への計器の取付けなど，ＮＷ設備の工
事が必要な申込み） 

電気使用申込みの受付および申込内容の確認等 

（小売契約内容の変更など，ＮＷ設備の工事を必要とし
ない申込み）  

② 
工程管理（供給検討，
工事手配等） 

○ 
電気使用申込みに係るＮＷ設備の工事日程調整や，
計器などの手配等に係る業務 

－ 

③ 負担金算定 ○ ＮＷ設備の工事に必要となる工事費用の算定業務 － 

④ 契約審査 ○ 
再エネ設備（太陽光設備等）の系統連系に係る契
約書の締結等 

当社の電気（小売）の売買に係る契約書の作成等 

⑤ 異動登録・照合 ○ 

契約内容の変更に伴う，ＮＷ設備に関する情報
（電柱番号・計器番号など）のお客さま情報を管理
するシステムへの登録・確認等 

小売契約内容の変更や支払い方法の変更等に係る情報の
お客さま情報を管理するシステムへの登録・確認等 

2.異動出向 

  ・調査 

① 異動出向 ○ 
引越し（入居・退去）等に伴う計器配線の接続およ
び切断の業務等 

－ 

② 竣工調査（保安調査） ○ 
電気工事完了後に行う検査・調査をＮＷ部門および
委託会社へ依頼する業務等 

－ 

③ 契約調査 ○ 
社員による現地確認調査等 

（電柱番号や計器番号の確認等） 

社員による現地確認調査等 

（契約負荷設備等の小売契約内容に係る現地確認等） 

3.既契約管理 ① 契約是正・廃止中管理等 ○ 
契約廃止中の需要場所における電気の無断使用に
伴う計器調査等 

小売契約メニューに係るコンサル等 

4.停電周知 ① 
停電周知・停電割引・ 
公衆事故防止ＰＲ 

○ 
ＮＷ設備の工事にともなう停電周知や，停電による
電気料金の割引判定等に係る業務 

－ 

5.電話受付 ① 営業所受付・コールセンター ○ 

引越し等に係る問い合わせ 

（入居に伴う電気の接続など，ＮＷ設備に係る問い
合わせ対応等の業務） 

引越し等に係る問い合わせ 

（転居に伴う名義変更や支払方法の変更など，小売契約
の契約内容に係る問い合わせ対応等の業務） 

6.検針 
① 指示数確認 ○ 

毎月の使用量確認等のため，計器の指示数を確認
する業務 

－ 

② 
検針結果通知（検針票
投函） 

○ － お客さまへの検針票配付業務 

7.集金 

① 算定・請求 ○ － 電気料金の請求に係る業務 

② 収納 ○ － 窓口での電気料金の受領業務等 

③ 督促 ○ － 
支払期日を経過した電気料金に係る，電話等による支払
いのお願い 

④ 停止 ○ 電気の供給停止および停止解除作業 － 

8.調定 ① 料金計算 ○  － 電気料金の計算に係る業務 

9.その他 ① その他 ○ 本店・支店における上記業務の支援等 本店・支店における上記業務の支援等 

指摘事項 
５関係 



１.契約受付業務について 6 

業務内容 
ＮＷ/小売業務量比率 

ＮＷ/小売の区分・整理について 
ＮＷ 小売 

1.① 申込受付（申込書確認等） ４２％ ５８％ 
・電気使用申込みの受付および申込み内容ごとに，それぞれＮ
Ｗ業務と小売業務に区分・整理 

1.② 
工程管理（供給検討，工事
手配等） 

１００％ ０％ 
・ＮＷ設備構築における工事日程調整や，計器などの手配業
務等であることから，すべてをＮＷ業務として整理 

1.③ 負担金算定 １００％ ０％ 
・ＮＷ設備の工事に必要となる工事費用の算定業務であること
から，すべてをＮＷ業務として整理 

1.④ 契約審査 ７％ ９３％ 
・契約書の作成および締結業務等について，業務内容ごとにそ
れぞれＮＷ業務と小売業務に区分・整理 

1.⑤ 異動登録・照合 ５４％ ４６％ 
・契約内容の変更にともなうお客さま情報を管理するシステムへ
の登録・確認等について，業務内容ごとにそれぞれＮＷ業務と
小売業務に区分・整理 

＜契約受付業務＞ 

■契約受付業務について，これまでは全て小売に係る業務と整理しておりましたが，新築住宅への計器取付
けなど，ＮＷ設備の工事が必要となる申込みも同時に受け付けていることなどから，ＮＷと小売双方に係る
業務として再整理しました。 

■今回の見直しによる託送料金原価に与える影響額は，+0.05円/ｋＷｈとなります。 



（参考）契約受付業務のフロー 7 

■契約受付業務は，建物の新築や増改築等にともなう電気使用申込みの受付から，異動登録・照合までの
一連の業務のことです。（竣工調査は異動出向・調査業務として整理） 

1.①申込受付 
（申込書確認等） 

新築等にともなう
電気使用申込の
受付 等 

1.②工程管理（供給
検討，工事手配等） 

工事の日程調
整や計器の手配
等 

1.③負担金算定 

工事に必要とな
る工事費用の算
定 

1.⑤異動登録・照合 

申込み内容等に
係るお客さま情
報を管理するシ
ステムへの登録・
確認 等 

2.②竣工調査 
（保安調査） 

電気工事完了後
に行う検査・調査
を依頼する業務
等 

「家を新築するの
で電気の申し込
みをしたい」 

お客さま 

共通 

共通 

ＮＷ 

ＮＷ ＮＷ 

送電
工事 



２.異動出向・調査業務について 8 

業務内容 
ＮＷ/小売業務量比率 

ＮＷ/小売の区分・整理について 
ＮＷ 小売 

2.① 異動出向 １００％ ０％ 
・引越し（入居・退去）等にともなう計器配線の接続および切断等であること
から，すべてをＮＷ業務として整理 

2.② 
竣工調査 
（保安調査） 

１００％ ０％ 
・電気工事の完了後に行う検査・調査をＮＷ部門および委託会社へ依頼す
る業務等であることから，すべてをＮＷ業務として整理 

2.③ 契約調査 ５１％ ４９％ 
・電柱番号調査やお客さま契約負荷設備の調査など，社員による現地確認
業務について，業務内容ごとにそれぞれＮＷ業務と小売業務に区分・整理 

＜異動出向・調査業務＞ 

■異動出向・調査業務について，これまでは全て小売に係る業務と整理しておりましたが，引越し（入居・退
去）等にともなう計器配線の接続および切断等についてはＮＷに係る業務として再整理しました。 

■今回の見直しによる託送料金原価に与える影響額は，+0.04円/ｋＷｈとなります。 

異動出向・調査業務（入居・退去に伴う現地作
業の場合） 

５.①営業所受付・
コールセンター 

お客さま申出の 
受付 

2.①異動出向 

現場における計器配線の
接続・切断業務 等 

「入居したので電気を
点けてほしい」 
「退去したので電気を
止めて欲しい」 

お客さま 

共通 ＮＷ 



３.既契約管理業務について 9 

業務内容 
ＮＷ/小売業務量比率 

ＮＷ/小売の区分・整理について 
ＮＷ 小売 

3.① 契約是正・廃止中管理等 ７０％ ３０％ 
・電気の無断使用にともなう計器調査等や小売契約メニューに係るコ
ンサル等について，業務内容ごとにそれぞれＮＷ業務と小売業務に
区分・整理 

■既契約管理業務について，これまでは全て小売に係る業務と整理しておりましたが，電気の契約がない需要
場所において電気のご使用があった場合に行う調査などの廃止中管理等はＮＷに係る業務であることから，
ＮＷと小売双方に係る業務として再整理しました。 

■今回の見直しによる託送料金原価に与える影響額は，+0.01円/ｋＷｈとなります。 

＜既契約管理業務＞ 

既契約管理業務（廃止中管理の場合） 

電気の契約のない 
住居・アパート等 

6.①指示数確認 

計器の指示数 
確認 
（使用量発生） 

3.①契約是正・ 
廃止中管理等 

現地確認，家主・管理
人への聞き取りによる入
居者の確認 等 

ＮＷ ＮＷ 



４.停電周知業務について 10 

業務内容 
ＮＷ/小売業務量比率 

ＮＷ/小売の区分・整理について 
ＮＷ 小売 

4.① 
停電周知・停電割引・
公衆事故防止ＰＲ 

１００％ ０％ 
・ＮＷ設備の工事にともなう停電周知や，停電による電気料金の割
引判定等の業務であることから，すべてをＮＷ業務として整理 

■停電周知業務について，これまでは全て小売に係る業務と整理しておりましたが，ＮＷ設備の工事にともな
う停電周知等の業務であることから，ＮＷに係る業務として再整理しました。 

■今回の見直しによる託送料金原価に与える影響額は，+0.0４円/ｋＷｈとなります。 

＜停電周知業務＞ 

４.①停電周知・停電割
引・公衆事故防止ＰＲ 

停電周知計画に
基づき，お客さ
まへ電話等によ
り停電を周知 

設備工事 

停電周知 電気料金の割引判定 

停電発生 
４.①停電周知・停電割
引・公衆事故防止ＰＲ 

停電範囲，停電原
因の特定および電
気料金割引の要否
判定 等 

ＮＷ ＮＷ 

電気設備の点検
や改修，設備の
増強工事などに
よる停電 

自然災害などで
当社設備に故障
が発生し停電 



５.電話受付業務について 11 

■電話受付業務について，これまでは全て小売に係る業務と整理しておりましたが，入居にともなう電気の接
続などＮＷに係るお問合せも受け付けていることから，ＮＷと小売双方に係る業務として再整理しました。 

■今回の見直しによる託送料金原価に与える影響額は，+0.02円/ｋＷｈとなります。 

業務内容 
ＮＷ/小売業務量比率 

ＮＷ/小売の区分・整理について 
ＮＷ 小売 

5.① 
営業所受付・コー
ルセンター 

３８％ ６２％ 

・入居にともなう電気の接続などＮＷ設備に係る問合わせや，名義変更
等の小売契約に係る問合わせなど，業務内容ごとにそれぞれＮＷ業務と
小売業務に区分・整理 
※左記比率はコールセンター受付の比率 

＜電話受付業務＞ 

５.①営業所受付・コー
ルセンター 

お客さま申出の受付 

「漏電ブレーカーが
時々動作するので
心配」 

お客さま 

「電気の契約アン
ペアを変更した
い」 共通 



６.検針業務および７.集金業務について 12 

業務内容 
ＮＷ/小売業務量比率 

ＮＷ/小売の区分・整理について 
ＮＷ 小売 

6.① 指示数確認 １００％ ０％ ・計器の指示数を確認する業務であることから，すべてをＮＷ業務として整理 

6.② 
検針結果通知
（検針票投函） 

０％ １００％ 
・お客さまへ検針票を配付する業務であることから，すべてを小売業務として整
理 

■検針業務について，これまでは全てＮＷに係る業務と整理しておりましたが，検針結果通知（検針票投
函）は小売に係る業務として再整理しました。 

■また，集金業務についても，これまでは全てＮＷに係る業務と整理しておりましたが，算定・請求，収納，
督促については小売に係る業務として再整理しました。 

■今回の見直しによる託送料金原価に与える影響額は，検針で▲0.03円/ｋＷｈ，集金で▲0.12円/  
ｋＷｈとなります。 

業務内容 
ＮＷ/小売業務量比率 

ＮＷ/小売の区分・整理について 
ＮＷ 小売 

7.① 算定・請求 ０％ １００％ 

・小売料金の請求・電気料金収納・督促であることから，すべてを小売業務と
して整理 

7.② 収納 ０％ １００％ 

7.③ 督促 ０％ １００％ 

7.④ 停止 １００％ ０％ ・供給停止関係業務であることから，すべてをＮＷ業務として整理 

＜検針業務＞ 

＜集金業務＞ 



８.調定業務について 13 

■調定業務について，これまでは全てＮＷに係る業務と整理しておりましたが，料金計算業務であることから，
全て小売に係る業務として再整理しました。 

■今回の見直しによる託送料金原価に与える影響額は，▲0.01円/ｋＷｈとなります。 

業務内容 
ＮＷ/小売業務量比率 

ＮＷ/小売の区分・整理について 
ＮＷ 小売 

8.① 料金計算 ０％ １００％ 
・電気料金（小売料金）の計算であることから，すべてを小売業務とし
て整理 

＜調定業務＞ 

6.①指示数確認 
②検針結果通知(検針票投函) 

計器の指示数確認
（ＮＷ）・お客さまへ
検針票の配付（小
売） 

7.①算定・請求 
②収納 

電気料金の請求，
窓口での料金受領 
等 

8.①料金計算 

電気料金の計算  

共通 小売 小売 



９.その他業務について 14 

■本店・支店等におけるその他業務（現業支援等）について，これまでは検針・集金・調定に係る業務を支
援する業務をＮＷに整理し，それ以外の業務を小売に整理しておりましたが，業務の実態をふまえ，営業
所の業務量比率等によりＮＷと小売の区分を見直し再整理しました。 

■今回の見直しによる託送料金原価に与える影響額は，0.00円/ｋＷｈとなります。 

＜その他業務＞ 

整理区分 業務内容 

ＮＷ／小売に整理 ○本店・支店における，現業支援等に係る業務 

小売に整理 
○本店における，電力取引等に係る業務 
○本店・支店等における，各種コンサルなどに係る業務 


